
【令和５年度学校体育施設の利用における遵守事項】

下記について、確認しながら□にチェック（レ点）し、全て記載の上、利用学校に提出してく

ださい。

□①学校施設を利用する際には、事前に健康状態を確認し、発熱等の風邪症状が見られる場　

　　　合は、活動への参加を見合わせること。

□②利用前後の消毒をすること。（消毒液、手袋、雑巾等の用具一式については、団体で

　　　用意すること。）

　　　また、終了後、複数の利用者が触れると考えられる場所（各ドアノブ、水洗トイレのレバー　

　　　等）については、特に消毒を徹底すること。

□③密接・密集・密閉を避け、体育館においては、定期的に換気をすること。

□④利用時間を過ぎることのないよう、消毒作業の他、清掃時間を見込んで活動を終了すること。

【利用する際の注意点】

 □(1)利用団体登録は、１団体につき１利用施設です。
　      団体登録については、会津若松市内に在住、在勤又は在学する者で構成された 10 名以
        上の団体で、成人の代表者（施設利用責任者）を有する団体である場合に許可されます。

  施設の利用については、原則、登録証に明記された学校を利用するようになりますが、他 
  の学校を希望する場合は、当該学校の教育活動に支障がなく、空きがある場合のみに利 
  用可能となります。

 □(2)開放日・開放時間は学校側の判断・指示により利用してください。
　　　 開放期間及び時間等については、原則として教育委員会で決定しますが、通年での開放 
        や、利用時間の区分については、学校側の判断・指示により利用してください。
　　   許可を得た日に利用しなくなった時には、学校に必ず連絡してください。
        ※中止の際の連絡方法については、利用する学校に事前に確認してください。
　　   第六中学校のナイター利用の場合は、管理指導員に必ず連絡をしてください。

 □(3)許可した場所以外の立ち入りはできません。
　　   利用許可を受けた場所及び備品以外は使用しないでください。
　　　 （例：体育館内にあるステージ脇の放送室やピアノ等）

 □(4)開放時に発生した事故（人身事故及び物品破損等）については、利用者で対応していただ
　　　　きます。
　　　 利用団体は、必ずスポーツ安全保険等に加入し、利用者の責任のもとで対応してください。
　　　 （学校所有の物品破損については、利用している学校へ連絡するとともに、加入している保
　  　 険等を活用し、現状回復してください。）
　　　 また、団体利用登録をしていないお子様をお連れの際は、怪我防止のため、利用団体の中
　　　 で係員を決めるなど、目を離さぬよう十分注意してください。

 □(5)マナー違反があった時は学校施設の利用を禁止します。
       ①施設や備品は大切に使用してください。
　　      利用後は、整理整頓、使用後の清掃・消毒・鍵の施錠等を行ってください。
　　   ②忘れ物がないようにし、ゴミは各自お持ち帰りください。
　　   ③学校敷地内は禁煙となっております。
　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面に続く）



 □(6)体育館等の施設の状態により、利用制限がかかる場合があります。
　　   年度途中において、体育館等の施設の整備（修繕工事）や教育活動に支障が生じる場合、
　　　 利用を中止したり、種目を制限する場合がありますので、予めご了承ください。

　上記について、令和５年度利用にあたり遵守いたします。

　利用団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　競技種目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　①代表者（兼管理員）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

　①代表者（兼管理員）連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　②管理員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         

　②管理員連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　

  ③管理員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         

　③管理員連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　

　　　　


